
① 派遣労働者数（2026年3月31日現在）
② 2025年度 派遣先事業所数
③ 2025年度 労働者派遣に関する料金の額の平均額（8時間 全業務平均）
➃ 2025年度 派遣労働者の賃金の額の平均額（8時間 全業務平均）
⑤ 2025年度 マージン率
⑥ 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項（連絡先・相談窓口）

① ② ③ ➃ ⑤
労働者数 事業所数 料金平均 賃金平均 マージン率

9人 6事業所 62,194円 30,198円 51.4%
0人 - - - -
2人 1事業所 52,984円 22,402円 57.7%
0人 1事業所 52,000円 18,549円 64.3%
0人 - - - -
5人 1事業所 48,955円 35,447円 27.6%
4人 3事業所 75,314円 40,114円 46.7%
0人 - - - -
5人 1事業所 64,000円 29,327円 54.2%

25人 13事業所 59,241円 29,340円 50.5%

以下、全事業所共通。

⑦ 教育訓練計画
対象 訓練方法 訓練負担額 賃金支給

雇入時 OFF-JT 無 有
派遣中 OFF-JT 無 有
派遣中 OFF-JT 無 有

⑧ その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項 (福利厚生)
各種休暇制度(リフレッシュ休暇、メモリアル休暇 等)、社宅・寮制度、家賃補給金、
マイホーム利子補給制度、慶弔見舞金

⑨ 労使協定の締結に関する事項
労使協定締結済 （ 協定書の有効期間終期  2027年3月31日 ）
協定労働者の範囲 （"システムコンサルタント・設計"、"ソフトウェア作成者"、

　”その他の情報処理・通信技術者”、”電気・電子・電気通信技術者”、
　”機械器具・通信・システム営業職業従事者”、”庶務・人事事務員”、
　”企画事務員”及び”会計事務従事者” の業務に従事する従業員 )

マージン率などの情報について

　労働者派遣法第23条第5項および同法施行規則第18条の2に基づき弊社の労働者派遣事業について情報を開
示致します。

訓練内容
新規採用者研修
個人情報保護・情報セキュリティ

大分事務所

⑥
連絡先・相談窓口

043-274-6162（山下）
03-3544-3095（福山）

0565-35-3767（丸橋）
06-6886-0288（布施）
086-803-2900（林）
0863-23-3400（青山）
0863-23-2370（原田）

052-228-3410（井桁）

許可番号： 派12－300509

対象年度：2025年度 (2025年4月1日～2026年3月31日)
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